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議案第 １０号参考資料

川口市立美術館運営審議会条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市立美術館運営審議会条例（令和６年条例第４１号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（組織） （組織）

第３条 審議会は、委員１０人以内をもって組織する。 第３条 審議会は、委員７人 以内をもって組織する。
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